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第２０期 国立市社会教育委員の会（第９回定例会）会議要旨 
平成２６年２月１８日（火） 

［参加者］松田、立入、根本、矢野、川廷、佐藤、武澤、猪熊、柳田 
 
［事務局］津田、清水、藤田 
 
事務局 それでは、定刻になりましたので、社会教育委員の会、第９回になります、

始めていきたいと思います。 
 改めまして皆様、こんばんは。思いがけないような大雪が２週も続いて、
かなり大きな被害を、山梨とか長野とか、東京でも檜原村とか五日市とかで
すけれども、皆様、委員さんの中でもかかわるような部分があって、学生さ
ん、受験の部分とかでかかわったりとかということもあるかもしれませんの
で、さまざまな問題があったのかなと思いますけれども、皆様方が特に何か
なければよかったなと思っております。 

 それでは、お配りしました資料について確認をさせていただきたいと思い
ます。 
 お配りさせていただきましたもの、いつもどおり、Ａ４、１枚の次第がご
ざいます。本日、議題は、委員さんの第２回目の発表となってございます。
配付資料は下のほうに添付してございますので、読み上げさせていただきま
す。 
 まず、１２月分の議事録でございます。遅くなってしまって大変申しわけ
ございません。第７回、１２月の定例会議事録が１つございます。その後、
１月の定例会議事録、第８回目の議事録がございます。 
 それと、本日の根本委員さんのレジュメ、川廷委員さんのレジュメ、猪熊
委員さんのレジュメ、それぞれございます。それが基本的には本日の会議に
かかわるものとしての配付資料になります。 
 その他として、いつもどおり、公民館だより、図書室月報が１つ、それと

みんなの生涯学習、東京都の発行している資料でございます。それともう一
つ、全国社会教育委員連合の資料が１つとなっております。公民館だより以
下、ニュースレターまでの３種類については、また、参考として別途お目を
通していただければと思います。 
 資料については以上になります。 
 それでは、松田先生、よろしくお願いいたします。 

 
松田議長 改めまして、委員の皆様、こんばんは。雪が２週連続で思わぬというこ

とがありましたけれども、私のほうも２週連続で、実は思わぬ感染症にかか
ってしまいまして、特に前回のときは、前日からノロウイルスで高熱と下痢
と嘔吐に悩まされまして、皆様が飲んでいらっしゃるのだろうなと思うと、
さらにショックが。ほんとうにご迷惑かけてすみませんでした。その後、ま

たインフルエンザにもかかって、ほんとうに悪いものが全部落ちたのではな
いかと思うのですけれども、今日もそういう形で、そういう形といいますか、
それはそれでなんですけれども、ほんとうにお忙しい中お集まりいただきま
して、また、精力的にやらせていただきます。よろしくお願いいたします。 
 では、今日は２回目の委員の皆様方からのご報告ということで、根本委員、
川廷委員、猪熊委員の３名がご用意いただいておりますので、よろしくお願
いしたいと思います。 
 それでは、根本先生からお願いしてよろしいですか。 
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根本委員 簡単な資料で申しわけなかったのですけれども、家庭教育支援というこ
とで、それぞれ委員の皆様、いろいろなところで先進的なところも学ばれて

いるのだろうなとは思いながら、私自身は、皆様のお話を伺いながら、地域
でどんなことをやっているのかなとか、そういうこともあまりよくわからな
かったので、今回は、ほんとうに皆様が今まで見なれているようなものだろ
うなと思いながら、ちょっと簡単にまとめたのでお話をさせていただきます。 
 最初に、現状と課題なんて書いたのですけれども、これはほんとうに、こ
この会でも出されていますし、世間一般でもこう言われているようなことか
なと思います。家庭環境の変化というところがほんとうに大きいだろうなと
いうのを改めて感じています。 
 個別化傾向と書いたのですけれども、個々がそれぞれ、昔はもっとつなが
りがあったのだろうけれども、だんだんと個別化しているのではないかなと
思います。核家族化、それから家庭の孤立、そして大人のライフスタイルも
大きく変わってきているのではないかなという、そういう現状があるのでは

ないかと思います。 
 それに応じて課題もいっぱいあると思うのですけれども、例えば子育ての
不安、自信のない親御さんが増えているのではないかなとは感じます。それ
から、子どもの社会性とか自立心が育ちにくい環境にあるのかな。人とのか
かわりが持ちにくい、そういう環境にあるのではないかなという気もいたし
ます。あとは、虐待だとかネグレクトだとか、そういったことも社会的な問
題にもなっていて、結構ストレスの多い社会というのでしょうか、そういう
のも影響しているかもしれないな、そんなふうに思っています。 
 大ざっぱにこんなふうに捉えたときに、では、我々家庭教育支援が目指す
ものは何なのだろうかというところで、私はやっぱりキーワードは「つなが
り」なのかなと思っています。前回も、人とのかかわりとか、そういうのが
やっぱり核として言われてきていると思うので、その辺を改めて感じました。 
 それから、今回の雪かきなんかをしていても、ふだん、隣の奥さんなんか

は顔を見たことがあるのですけれども、旦那さんはまだ話したこともあまり
ないとか、そういった方々が、土日だったせいもあるのでしょうか、結構お
父さんたちが雪かきに出てきて、みんなで一緒に顔を見合って。これって、
すごく大事だなと、そういうつながりというのは大事なのだろうなと改めて
思ったので、そんなことも含めて入れました。 
 まず、家庭教育支援ですので、親子の育ちを応援する、支援するというこ
とが第一義的な意味合いがあるだろうと思います。生活習慣づくりと書いた
のですけれども、いろいろな、ライフスタイルだとか、子どもたちの環境も
そうだと思うので、子どもから大人まで改めて早寝早起き朝ご飯じゃないの
ですけれども、基本的生活習慣等について、生活習慣づくりを支援していく
というのでしょうか、何らかの形でできないだろうか。あるいは、挨拶だと
かマナーだとか礼儀だとかという、学校でもやってはいるのですけれども、

まず、家庭で教えていただきたいというようなことについても、そういう支
援も考えられるかな。社会性の基礎を応援していくのだというような、そう
いう意味合いがある、そんなふうに思います。 
 それから、子育てに関する情報提供というのは大きいかなと思います。他
地域、先進的なところでは、手引などを作成しているような自治体もあるの
ではないかな。そういったものを作成したり、配付したり、それから、学習
教室を開催して、そういう情報を提供していくと、そういうようなこともで
きるのではないかなと思いました。 
 それから、親自身の生涯学習機会の充実と書いたのですけれども、大人が
やっぱり生き生きと自信を持って生きていく、楽しみながら生きていく、そ
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ういったことも家庭教育の上では大切なことだろうと思いました。 
 それから、将来親になっていく、中高生と書いたのですけれども、そうい

う青年期の人たちへの教育というのですか、子育ての理解教育みたいなこと
もあっていいのかなと思いました。 
 あと、家庭のネットワークの拡大という柱にしたのですけれども、家庭と
地域との連携ですね。これは後でまた話をしたいと思います。 
 それから、親子が交流・相談できる場の提供、こういうものも目指してい
かなければいけないかな。 
 そして、教育相談とか保健所・福祉等とのかかわりと書いたのですが、い
わゆる専門的機関との連携というのでしょうか、そういったところが必要だ
という家庭もやはりあるわけで、そういったところも支援の１つになってく
るのかなと思いました。 
 ここまで大ざっぱに、現状と課題、それから目指すものみたいなことで大
きく書いたのですけれども、では、一体具体的にどんなことができるのかな

というのは、もうちょっと後でもいいのかなとも思いつつ、イメージが湧い
たら、少しでもイメージが湧けば、また話の進みぐあいも加速するのかなと
思ったので、他地域でやっているようなこと、あるいは、今現在、国立市で
あることということで、ちょっと考えてみました。 
 まず、既存のものを、この前も出たのですけれども、既存のものを活用し
てできることと、新しくということだったので、それに分けてみましたけれ
ども、既存のものとしては、放課後の子どもの生活を充実させていくという。
今、生涯学習課のほうでも、ほうかごキッズですか、そういったものをやっ
ていますよね。 

 
事務局 今は児童青少年課で所管しています。 
 
根本委員 そうか、変わっているのですね。変わったのですけれども、ほうかごキ

ッズというのが今あります。今現在、放課後、校庭を使って自由に遊ばせる
のを見守っていたり、それから、何とか教室なんていうのも開いているので
すけれども、そういった昔遊びだとか、科学教室でも、折り紙教室でも何で
もいいのですけれども、そういったことでの充実、これは１つの家庭教育支
援にもなるのかなと。行政が今行っていることですよね。 
 そして、育成会、ＰＴＡ活動の充実ということで、立入さんももちろんそ
うなのですけれども、猪熊さんもＰＴＡのほうをやってくださっていますが、
もう一度、家庭教育支援にかかわるような視点からのものを入れていってく
れると、さらにいいのかなと。やっていることは同じようなことでも、そう
いう視点からというのも必要じゃないかなと思います。そういったことにも
投げかけていくといいかなと思いました。 
 それから、公民館、図書館、児童館、後でまた図書館の取り組みとか、公

民館もこの間ありましたし、いろいろあるのだと思います。こういった既存
のものの組織があるので、これはもったいないなと思います。今までも、こ
うやって一生懸命やってくださっているので、改めてもう一度、家庭教育支
援の視点から見直した催し物だとか、そういったものができないだろうかと
いう、そういうことですね。 
 それから、ＮＰＯ等によるさまざまな活動への参加と書いたのですが、特
に体験活動とか、そういったことについては、ぜひたくさんそういった活動
をしているところが参加してくれるとありがたいなと思いました。 
 あと、市の教育相談や家庭支援センター等で、専門家を必要とする家庭へ
の支援ということで、もう一度考えていただきたいと思いました。 
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 それから、まだまだあると思うのですけれども、新事業ということで一挙
に羅列させていただき、思いついたことだけなのですけれども、１つ目は、

もう来年度から実際に予定されているものです。放課後学習教室を開催する
ということに今、計画を立てて、市内４小学校、来年度は行う。小学校が全
部で８校あるのですけれども、半分の４校が来年度。それから、２７年度に
ついては、市内全部の小学校が放課後学習教室を開催していくということで
す。 
 これについても、いろいろな、誰が教えるのかとか、学校とはどういうふ
うにかかわるのかとか、どういう内容でということを今、教育指導支援課の
ほうなのでしょうね、そちらのほうで検討して立てていると。この１月から、
六小のほうで試験的に実施していて、どんなことが課題なのかというのも検
討中ということでございます。 
 それから、多くのところで、こういうチームを設置して行っているのだな
というのもわかったので、家庭教育支援チームを国立市でも、それにかわる

ようなものがあるのであればそれでいいのですけれども、ないのであればそ
ういうものを設置して、何をしていくのかということなのですけれども、ま
ずは、場所なんかがありますね。場所なんかだと、学校だとか、家庭支援セ
ンターだとか、そういう建物を１つ活用してやっていくのかな。内容的には、
相談とか交流の場になる。 
 先ほど上で目指すものと言いましたけれども、その中の子育ての手引作成
だとか配付だとか、そういったことを家庭支援チームのほうで中心的にやっ
て、作成、配付したらどうだと。 
 今よく言われている訪問型の、アウトリーチというのですか、そういう支
援をこちらのほうが中心になってやっていけるといいのかなと思ったので、
また、ここにちょっと書かせていただきました。 
 それから、企業の社会貢献で入っているというような地区もあったように
思いました。そういったところでは、教育委員会が企業を募集して実証して

いるという例も伺っております。これはどんなことができるのかと、ほんと
うは多岐にわたるのだろうと思うのですが、例えば生涯学習にかかわるよう
な支援だとか、職場体験とか、それから、さっき目指すところでも言いまし
た生活習慣づくり、こういったところでも、そういう企業が啓発の何かがあ
ってもいいかな。それから、情報教育、武澤さんなんかおっしゃっている、
そういうのも、こういう企業などにお願いできないだろうかという、そうい
うところもあります。 
 それから、思い切って経済的支援と言ってしまったのですけれども、これ
は、お金はどこから出すのだということもありますので何とも言えないので
すが、例えば他地区で、学区の中で、学習教材の教材費がありますよね。そ
ういうものを無料化して、予算化していっているような地区もあります。そ
うすると、ほんとうに親御さんはそれだけでもすごく助かるだろうなと。例

えば市販のワークテストなどは、今は国立市は私費を取っていますよね。何
をするにしても私費を取っていますけれども、そういったことの支援、そん
なような側面から経済的支援というふうに例としては挙げてみました。 
 それから、これは全然わけがわからないですけれども、すごく気に入った
ので、サードプレイス的事業と書いたのですけれども、ノミニケーションと
いうのがすごく気に入ったので、ほんとうに気楽に参加できる交流の場がで
きるようなところを出していくといいな。例えば父親になるとおやじの会み
たいなところで、そういう会をやって、飲み会みたいな催しでもいいし、何
かあれなのですけれども、そういったことに皆様が参加して、会議的じゃな
くて気楽に相談がお互いにできたり、情報交換ができたり、そういう交流の
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場ができるといいかなと、そんなふうに思いました。 
 ほんとうに今まで言われているようなことばかりかなとは思いますけれ

ども、そんなところで１つの話のネタになればということで出させていただ
きました。 
 以上です。 

 
松田議長 どうもありがとうございました。 

  それでは、根本委員から、小学校の校長先生という立場も含めていただ
きながら、大変幅広いお話をいただけたのではないかと思いますけれども、
今のお話を伺われて、ご質問とかご意見とかがございましたら、早速お願い
したいと思うのですけれども、いかがでしょうか。 
 ちなみに、順番は来てから決めるという話だったですね。僕が、１、２、
３と書いてあったもので、順番なのかなと思っちゃって、すみません。ちょ
っと決める楽しみをなくしてしまいました。次は、必ずどちらか決めましょ

う。 
 いかがでしょうか。お願いします。 

 
武澤委員 一番後、（２）の新事業のところ、放課後学習教室の開催というのは、

子どもたちは希望者ですか、それとも全員ですか。 
 
根本委員 希望者です。とりあえず高学年でやってみようかみたいな感じだろうと

は思いますけれども。 
 
松田議長 今の関連で伺うと、ターゲットにする子どもたちの層というのはどのあ

たりをお考えですか。 
 
根本委員 まだ詳しくはあれなのですけれども、多分、例えば個別にちょっと指導

してあげれば伸びるようなお子さんでも、なかなかそういう時間もなかった
り、いろいろあると思うのですね。そういったところで、もうちょっと復習
から入ってみようかとか、そういうお子さんが中心じゃないかなとは思いま
す。 
 ただ、希望ですので、それはほんとうに時間があいていれば申し込んでも
らえればいいのではないかなと。 

 
柳田委員 柳田です。今、放課後学習教室、それで、僕も非常勤講師で方々に行っ

たりしているのですけれども、そこで、学力の低いというか、家庭内で必ず
しも勉強ができないという生徒を対象に、これは教員が出ていってやってい
たりもするのですけれども、その希望者というのは、教員が積極的に関与し
て、そういうふうに、そういう場を提供するようなことというのは、あまり

できないかもしれない。 
 
根本委員 今回も、学校がやっぱりかかわる、もちろん場所も貸すのであれなので

すけれども、教員がそこに行って指導するかというと、そうではなくて、や
っぱり教員を志望している学生さんだとか、そういったような方に入ってい
ただいて、ただし、学校との窓口というのですか、コーディネーターは要る
だろうということで、学校の教員も、そういう担当者は置いておいて、そこ
と話し合いながら進めていくという、そういうスタンスみたいですね。 

 
立入委員 立入です。六小で１月からということは、何回かやられて。 
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根本委員 もうやっているというふうに聞いていますので。 

 
立入委員 その状況は聞いてはいらっしゃらない。 
 
根本委員 詳しくは聞いていないのですけれども、結構、やっぱり希望者は多かっ

たみたいです。それから、たまたま、教えて、指導する人だとか、かかわっ
てくれる先生だとかを、学校が今回は見つけたのですけれども、探してきて
というような感じだったので、そういうのも市でぜひお願いできないかとい
う要望があったりしていました。 

 
佐藤委員 佐藤です。今の続きで伺いたいのですけれども、根本先生がどこまで詳

しく事業に、わからないのですけれども、この間、学校指導課ではないので
すね、今、何というのですか。 

 
事務局 教育指導支援課です。 
 
佐藤委員 教育指導支援課の主事さんが来て、やりますよというお話をされていま

したよね。あの事業ですね。 
 
根本委員 そうです。 
 
佐藤委員 教材費は取るのですか、無料ではなくて。それは聞いていらっしゃいま

せんか。 
 
根本委員 お金を取るとか聞いていないのですけれどもね。 
 

佐藤委員 そうですよね。あのときは、塾などに、経済的な事情とか、いろいろな
ご家庭のお考えとかで行っていないけれども、もう少し勉強したいという人
に声をかけて来てもらうような話をされていたと思うのですよね。だから、
多分、その流れなのかなと思って伺ったのですけれども。それであれば、無
料になるわけでしょうね。 

 
根本委員 そうですね。お金を取るとは聞いていないので、多分、無償だと思いま

す。 
 
佐藤委員 国立はわりと教材費を何でも取るから、教材費ぐらいは取るのはなと思

ったのですけれども、では、それは詳しいことは、こちらの事務局に調べて
いただいて、教えていただくようにしたらいいと思います。 

 
根本委員 そうですね。 
 
佐藤委員 サードプレイス的事業というところなのですけれども、これはやはりそ

の学校の応援団体みたいな、おやじの会というのは、どこでしたか、区のほ
うで有名になりましたよね。小学校。 

 
立入委員 町田が有名です。 
 
佐藤委員 ですね。 
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松田議長 そのとおりですね、町田が。 

 
佐藤委員 あそこも、応援団的な感じで、お父さんたちがいろいろな活動をされて

いるけれども、実際の活動だけではなくて、ふだんのコミュニケーションを
わりととりながらのその部分ですよね。 

 
根本委員 そうですね。 
 
佐藤委員 そういうつながりがあることが、それこそ、地域の応援団的な動きにつ

ながっていくと、一番、その学区の中で、そういう動きがあると、子どもた
ちの育ちの応援になるというお考えですか。 

 
根本委員 そうですね。ほんとうに現状として、やっぱり相談できる、情報はいっ

ぱいあるのだろうけれども、生の意見というのですか、そういう交流の機会
はやっぱり少ないと思うのですね。ただ、こういう何かの会みたいになって
くると、やっぱり足がなかなか向かないので、もっと何か気楽に、おしゃべ
りできるのではないですけれども、そういうような場があると、もっと安心
して子育てなどもできるだろうし、いろいろなヒントももらえるのではない
かという気がするのです。それがどんな形でつくるのがいいのかは、ちょっ
とわからないので、皆様に知恵を出していただければ。 

 
松田議長 ほかはいかがでしょうか。 
 
柳田委員 柳田です。放課後学習教室にちょっとこだわってしまいますけれども、

先ほど希望者がたくさんいるというふうなことでしたけれども、例えば具体
的な内容というものはどのようなことをされるのかということと、例えば本

来こういうふうに来てもらいたい人たちが、例えば子どもたち、例えば変な、
学力の高い人たちがいっぱい、こういうふうに集まってきてしまったりとか
して、そこについていけなくなったりとか、そういうふうなもののケアがで
きるのかということとか、あと、来られなくなってしまうとか、そういうふ
うな対応というものは何かあるのでしょうか。 

 
根本委員 これから、多分、実際に進んでいく上で、今言われたような課題がいっ

ぱい出てくると思います。それを考えていきながらやってはいくのだろうと
思うのですけれども、やっぱり人数、その学校の地域によっても違うかもし
れないですよね。募集してもあまり来ないところもあるかもしれないし、ほ
んとうに指導者が全然足りないぐらい来てしまうようなところもあるかも
しれないと思うし、それから、内容的なことでは多分、やりやすい計算だと

か漢字だとか、そういったことが中心にはなってくるのかなという気はしま
すけれども。国語、算数的なことが中心になってくるだろうと。 
 ちょうど、まだ、この会は来年度もあるのですね。 

 
事務局 はい。 
 
根本委員 なので、発足は多分すると思うので、そこでまたちょっと、いろいろ情

報は得ていきたいと思います。うちがあれば、うちも最初あれば言えるので
すけれども、うちは今、来年度は予定していないので、多分。 
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佐藤委員 じゃあ、事務局にぜひ資料を用意していただいて、実態と計画とか、お
金の問題とか、いろいろなことを実際どのように考えているのか教えていた

だけるといいですよね。 
 
事務局 多分内容が固まっていないかと思いますので、委員さんがおっしゃる部分

はわかるのですが、わかった時点での資料提供という形にさせていただきた
いと思いますので、よろしくお願いいたします。 

はっきり言えば、多分試験的に４校やる前の、さらにプレみたいな形なの
で、いろんな課題が出てくるのをこの３カ月で抽出するという方向なのだと
思うのです。なので、そういった方向性だよというあやふやなものでもよけ
れば、ある程度わかる範囲では次回にご提示できますけど、ある程度固まっ
たものとなると、やはり新年度になってからのご提供になると思います。 

 
立入委員 ４校始まるというのは、来年度から、たしか。 

 
根本委員 ４月からです。ええ。 
 
立入委員 じゃあ、今施行段階ということですか。 
 
根本委員 そうですね。六小はもうまさに施行段階ですね。受けとめたのだという

ふうに。 
 
松田議長 何かあまりにも当たり前過ぎて、ちょっと恐縮してしまうところがある

のですけど、改めてこういう放課後の学習教室がどうして必要になってくる
のかなと、素朴に時々疑問に思うときもあるのですけれども、これはやはり、
本来は学校の授業というのはみんなにわかるように、ほんとに先生方が苦戦
なさっていて、そういう中で、クラスの中で個人差が広がっているというこ

となのでしょうか。あるいは、本来学校と家庭との学習というのが両輪で動
いていて、そういう中で、家庭で学習をする習慣を身につけている子が少し
少なくなっているのか。放課後の学習教室というのはほんとにいいことだと
思いますし、必要なことだと思いますけど、その変化の前提になっているも
のというのは、どういうことが原因になっているのでしょうか。 

 
根本委員 そんなに変わっているというわけではないとは思うのですけれども、や

っぱり理解の速度だとか、いろいろあると思うのですよね、お子さんによっ
て。そういったところでちょっと手を入れてあげれば、見てあげれば伸びる
のになという部分もあると思うのですが、それでまた、学校だけだと、もち
ろん学校はそれをなくしていこうということで努力はしているのですけれど
も、現状としては、そういうお子さんもいらっしゃいますし、言ってしまえ

ば、家庭で見ていただいているお子さんはいいのですね。だけど、やっぱり
見ていただけないお子さんはいらっしゃいますので、そういったところでお
子さんも学ぶ楽しさだとか、できた喜びというのをぜひ味わわせていきたい
と。そのためにはそういった支援が必要かなというところだと思うのですが。 

 
武澤委員 武澤です。じゃあ、今の発想は学校側からの発想じゃなくて、父兄から

の発想、こういうのが必要だな、欲しいなという。 
 
根本委員 それはどちらもじゃないかなとは思うのですけどね。 
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武澤委員 どちらも、ああ。 
 

根本委員 何かやってくれ、やってくれという要求があったからこうですというわ
けでもないと思うのです。より厚い教育をしていきましょうという姿勢だと
は思うのですけどね。 

 
猪熊委員 そこに固執して何か申しわけないのですけど、先ほどたしか高学年が対

象だというお話だったので、例えば学童が終わってしまうので、そういった
子どもたちが高学年にもなって、学童もなくなって、うちに帰っても人がい
ないと。でも、校庭で遊んでいるという学年でもないかなということで、家
に帰るまでの時間、学童にいる代わりに勉強をする場所という意味合いとい
うわけではないのでしょうか。 

 
根本委員 もちろんそれも含まれると思うのですけどね。 

 
猪熊委員 ちょっとわかりにくかった子の学力アップみたいな話を先ほどされてい

たような気がしたので、学力アップという意味なのか、それとも子どもの居
場所という意味なのでしょうか。 

 
根本委員 どっちというわけではないと思うのですよ。もちろん中心的なものは学

力アップ的なものが含まれているとは思うのですけれども、ただ、家庭によ
っては、ふらふらしているだけのお子さんがもしいるとすれば、それも都合
がいいわけなので、それも含むのではないかな。 

 
立入委員 立入です。この前、市川指導主事でしたか、お話を伺った時点では、格

差というのが国立市の中でもあって、塾に行ける人ばかりではなく、もうち
ょっとだけ教えれば伸びていく子がいるのだとすると、そこに例えば、先生

になる前の学生さんだとかを使って教える場をつくれればいいなみたいなお
話だったような気がするのですけど、だから、両方ですよね。学生さんにと
ってもそういう機会が与えられるし、子どもにとっても先生とは違った方に
教えてもらうのは、若いお兄さん、お姉さんに教えてもらうのは、子どもた
ちは結構それだけでわくわくと勉強しちゃうみたいなところがある気がする
ので、双方にとって、親にしてみれば、親の言うことは聞かないけれども、
ちょっと違う人たちに教えてもらうとやる気になっちゃったりするのが、塾
という選択肢ではなくてもあるといいのではないかなという話だった気がす
るのですけど、どうでしょうかね。 
 でも、前々から、そういう機会がいろんな場面であると、勉強する楽しみ
を知るというのはいいことだなと思いますけどね。中学校に入る前の段階に、
どうしても基礎的なことをきちんと覚えているというのは、塾に行って教え

てもらえる子ばかりではないという子たちが、その時間に多分家庭学習を習
慣づけられるような環境にないと思うのですよね。夕方、ほんとに真っ暗に
なっても、ゲーム機を片手に公園から自転車に乗って歩く集団を私もよく見
かけていましたし、例えばゲームから離れて何か勉強するという環境が無理
やりつくられないと、なかなか子どもはゲームの魅力には打ちかてないとい
うか、なんだなと小学生を見ていて思いますけど、そういう機会が、例えば
学校の中にあって、全然違う人から、先生ではない人から教えてもらうとい
うのは、とても魅力的な時間だなとは思いますけど。 
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松田議長 僕もすごくそれは魅力的だなというのがあるので、ぜひ事業としては、
ほんとにうまくいけばいいなと思うので、プラス国立だから、ぜひまたもう

一歩考えられないかなというのは、今、学生という話があったのであれです
けど、最近学生のシャドーワークがすごく多くなっている気がするのです。
ボランティアはすごく重用されますし、実際、学生はボランティアに行った
らすごくためになってというのはあるのですけれども、一方で、そういう意
味では、学校とか、地域とか、いろんなところで学生はボランティア要員と
してはすごく期待されることが多くなっていて、うちの学生なんかを見てい
ても、ほんとにいろんなところへ行っているのですね。それが学生だから、
ためになるからというだけではやっぱりなくて、むしろそれを評価してあげ
られるような仕組みというか、そういうものをあわせてつくっていったほう
が、ただ働きという感じではないのですけれども、学生は安価な労働力なん
だ的な、そういう感覚もあまり度が過ぎるとよろしくないのではないかなと
いうところも感じることがあって。 

 すいません、何かやたら学生をかばうような発言が。中にはほんとにもっ
と世の中にもまれろみたいな、そういう経験してこないとおまえは絶対一生
幸せになれないぞみたいな、そんなやつもおるのですけれども。どちらかと
いうと、僕もそういうタイプの学生だったのですけど、そんなことが、両者
にとって仕組みがうまく、学生時代に１,０００時間、小学校でそういう体験
をした子が、マイクがありますので、あまり変なこと言えないのですけど、
採用試験でそういうことが評価されるだとか、それはちょっと極端過ぎます
けれども、確かに一方では、何かのためにやるのがボランティアではないと
いうのもあって、それはなかなか難しいところなのですが、そちら側も何か
仕組みとして一緒に整えばいいかなと。ちょっと意見です。 

 
武澤委員 それに関して、武澤です。企業として採用するときに、ずっと履歴書を

見たり、聞くわけですね。そのときに、ずっとアルバイトをやっていました

という人と、ボランティアで学校で一校一校教えていましたという２人の人
がいたとしたら、やっぱり学校でボランティアでいろんなことを子どもたち
と遊んだり教えていたという人のほうが採用されやすいと思いますね。それ
はあると思います。 

 
佐藤委員 佐藤です。ボランティアではなく、安価な労働力とおっしゃいましたけ

ど、多分ある程度安いお金で学生さんに仕事をしていただいているんだと思
いますけど、確かにＮＰＯもそうですけど、安価な労働力という扱いで人に
重い役割を担わせてしまうというのが、簡単なことに考えてはいけないとは
思います。学生さんもそういう立場だからといって、気楽なお兄さんが近所
の子どもを教えるわけじゃないのだから、やっぱり責任がすごく重いと思う
のですよね。そこの責任もしっかりと果たしてもらえるような人に教えてい

ただきたいし、だけど、そういうのが将来的に得だから我慢しろよというこ
とではないというのはあると思うのです。 
 だから、私は評価ということは、現実的には事後についてくるというのは
ありますけれども、あまり安価な労働条件じゃないようにほんとはしていた
だけるとありがたいなと。そういう人たちにきちんと教えてもらいたいなと
思うのですよね、子どもたちを教えるときに。 
 やっぱりどんな形でも子どもに教えるというのは、学校の先生がいらっし
ゃるからほんとにおわかりでしょうけど、簡単なことではないと思うのです、
準備も含めて。だから、取り組みはぜひやっていただくのはいいとしても、
その辺は考えてもちろん教育委員会は取り組むのでしょうけれども、私たち
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もそこら辺はちゃんと見ていかないといけないなとは思うのですよね。これ
はＮＰＯもしかりです。ＮＰＯだからボランティアでいいとか、そういうこ

とはないですから、本来から言うと。そういう形じゃなくて、地域の応援団
として自主的に入ってきたときは、対価を求めないということはありますけ
れども、評価として、専門職でなければ安くていいという考え方はおかしい
と私は思うのです。 
 すいません、少しずれたかもわかりません。 

 
松田議長 いえいえ、申しわけありませんでした。仕組みづくりをそういう観点か

ら考える必要があるかなと。 
 では、大体ご報告をいただいて、お話を伺わせていただいて、４０分ぐら
いずつなのかなと思いますので、また通しまして、もう一度お話を戻ってい
ただいたり、あわせてご議論いただく時間もいただくということで、それで
は最初の根本先生のご報告をこれで終わらせていただきます。どうもありが

とうございました。 
 
根本委員 どうもありがとうございました。 
 
松田議長 それでは、次はどちらにご発表をお願いしましょうか。 

 
川廷委員 じゃあ、順番どおりで。 
 
松田議長 わかりました。じゃあ、よろしくお願いいたします。 
 
川廷委員 川廷です。要点だけ書くと話がちゃんとできないかなと思いまして、文

章にまとめてまいりましたので、大体それを読むような形になると思います
けれども、よろしくお願いします。 

 それで、私は社会教育委員には、図書館協議会の委員の１人としてこちら
に出てきていますので、まず、図書館における家庭教育支援ということがど
んなことをやっているのか、社会教育委員さんはご存じかと思うのですけれ
ども、一応それをもう一度知っていただいて、図書館ではこういったことを
やっているのだなということをここでもう一度再認識していただくというこ
とと、あと、家庭教育支援も今までここで皆様と一緒に学んできたのですけ
れども、その中で自分としては、親の育ちを応援する学びの機会の充実とい
うこと、１つだけにテーマを絞って報告というか、自分の考えを言わせてい
ただきたいと思います。 
 それで、図書館の家庭教育支援なのですけれども、国立市子ども読書活動
推進計画という、これは社会教育委員さんには配付されているものなのでし
ょうか。 

 
事務局 配布しておりません。 
 
川廷委員 してないでしょうか。こういったものが、昨年の１０月に図書館として

ではなくて、国立市教育委員会としてまとめられたものがあるのです。これ
は第二次なのです。第一次はその前にあるのですけれども、それを一応紹介
させていただきたいと思います。 
 昨年の１０月に、第二次子ども読書活動推進計画ができました。これは大
体５年間の計画で、平成２５年度から３０年度という形で策定されました。
平成１３年に、子どもの読書活動の推進に関する法律が制定されまして、そ
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れに伴って各自治体では、推進計画をつくるようにという法律ができたわけ
なのです。それで、国立市でも平成２０年に第一次の国立市子ども読書活動

推進計画を策定しました。それで、今回はそれに続く第二次の計画というこ
とで策定されました。 
 この計画の策定に当たってという項目の中に、「発達段階にふさわしい本
との出会いを考え、そのための環境整備や地域での活動を行うことは、子ど
もの読書習慣の確立になくてはならないものです。関係機関、保護者、地域
との連携をより深め、地域全体での子どもたちの読書活動を推進していきま
す」と記されています。なので、この計画は、図書館だけではなくて、教育
長、教育次長、こちらにいらっしゃる生涯学習課長とか、教育指導支援課長
というのでしたっけ、そういった方たちとか、あと、子ども何部というので
すか。 

 
事務局 子ども家庭部です。 

 
川廷委員 子ども家庭部の課長さんたちとかが含まれて、子どもの読書について計

画を立てたものです。その中で、家庭教育の支援と関係ある項目としまして、
子育て世代への支援というものがあります。「乳幼児を育てている家庭を支
援し、地域全体での読書推進を行い、積極的に子育て世代を各事業に受け入
れます。図書館の担当するわくわく塾で、絵本の活用の仕方や乳幼児向けの
絵本や読み聞かせ体験を行うなど、子ども、とりわけ乳幼児を持つ親たちへ
向けプログラムを充実させます」とありまして、その中の具体的な事業とい
たしまして、１、乳幼児健診での活動、これは保健センターで乳幼児健診が
あるのですけれども、そのときを利用して、図書館から職員とボランティア
が行って、そこで図書館でつくった絵本のリストをお渡しして、読み聞かせ
をやるというサービスをしております。 
 図書館の活動としてほかと違うというのは、乳幼児健診というところで、

一般的にいうと、図書館は来たい人が来るというところなのですけれども、
乳幼児健診だと乳幼児はみんな行く、図書館に関心があろうが、読書に関心
を持っていても持っていなくても、皆様が来るというところで、そういった
子どもの読書について、親にＰＲする機会を持つということで、今、国立市
だけではなくて、大抵の自治体でこういったサービスをやっていますけれど
も、そういったことをやっています。 
 それから２番目として、絵本の活用促進として、「おはようコケッコー」
とか「カンガルー広場」、これは多分児童館とかいったところでやっている
サークルというか、活動だと思うのですけれども、そういったところとか、
育児グループなどを通して、読み聞かせとか、絵本の活用について図書館で
ＰＲする。 
 それから、子どもの本、絵本の選び方の講習会をやる。 

 ４番目として、乳幼児向けの事業の実施。これは、読み聞かせの会とか、
おひざでだっこのお話会とか、そういったことをやっております。 
 子どもの読書活動がスタートする乳幼児期は、家庭での取り組みの比重が
大変大きいので、家庭とか子育て世代への支援というものが、ほかの世代と
比べて一番重要になってくるということです。それで、図書館の家庭教育支
援という事業は、乳幼児期の親に対する支援というのが事業の中心になって
おります。学齢期以降は、直接子どもへの支援、それから学校を通しての支
援、関係団体とか、ボランティアへの支援となっていますけれども、そうい
った時期でも、大人に対して子どもの読書関連の講座をやるとか、子どもの
本の学習会を持つということを通して、親の勉強もあるし、つながりを持つ
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ということが行われているようです。 
 これが図書館で行われている子どもというか、家庭教育支援の概略かなと

思います。子ども読書活動推進計画というのは、一応対象としてはゼロ歳か
ら１８歳までというか、要するに高校生までが対象なのですけれども、家庭
を通してという部分では、主として乳幼児を中心にやっているようです。図
書館の家庭教育支援については以上です。 
 続いてなんですけれども、家庭教育支援について、今までいただいた資料
等を読み返して、自分はどの辺が問題として取り上げられるのかなと考えて
ちょっとまとめてみました。 
 「家庭教育支援は、親が元気になるための支援であり、それは子どもが元
気になるための支援である。さらに親子が元気になり、支援の輪が広がるこ
とによって、地域も元気になっていくことと思われる」とありまして、そこ
では親の育ちを応援する。その中でこういったことがあるということで、親
の育ちを応援する学びの機会の充実で、親の育ちを応援する学習プログラム

の充実、体験型の学習や子どもとのコミュニケーションやストレスの対処方
法など、社会的課題に対応した学習内容の充実。次に、多様な場を活用した
学習機会の充実、乳幼児期の子育て支援の充実、学級懇談会等を活用した親
の学び合い・共同学習、企業への出前講座等。 
 それから２番目として、家庭のネットワークを広げる。親子と地域のつな
がりをつくる取り組みの推進で、これは一番初めのころいただいた「つなが
りが創る豊かな家庭教育」という項目で、文科省の生涯学習政策局で出した
資料の中に載っていたもので、これが一番ぴったりくるなと思いまして、こ
こに挙げさせていただきました。 
 それで、いろんなことを考えてもまとまらないなと思いまして、親の育ち
を応援する学びの機会の充実についてという、１つの項目だけについて考え
てみました。 
 その際、できるだけ広範囲の親が学習する機会としては、保育園とか幼稚

園への入園、小学校への入学など、子どもが新しいステージに入っていくと
きが親も学び始める一番いいチャンスなのかなと思いました。子どもの入学、
入園の機会に親自身も学んだり仲間をつくったり、人とつながるということ
を子どもと一緒にスタートさせるという意識が持てたらいいなんて思いまし
た。 
 それを具体化するには、親の学びの機会として、保育園の保護者会とか、
学校のＰＴＡとかの役割は、自分としては終わってしまったことで今さらな
のですけれども、この役割は大変大きいのではないかと改めて思いました。
保護者会やＰＴＡというのは、親はみんな保護者として同じ立場にあるとい
うこと、それから小学校なら６年間、保育園とか幼稚園でも１年から６年間
継続して同じ人たちと一緒に何かやれるということ、それから学校や保育園
という場所があるということ、あと、クラスとか集団があるということで、

学んだりするにはすごくいいチャンスだなと改めて思ったところです。 
 問題はいろいろあると思うのですけれども、一番の問題は、親がこういっ
た子どもたちが学校に入ったりした機会に、自分たちも一緒に学ぼうと思え
るかどうかということが問題としては大きいのかなと思いました。学ぶのは
学ぶだけではなくて、この機会に親たちと仲間になろうとか、そういったこ
とを心から思えるようになるかということが一番大事かなと思いました。仕
事とか家事等で多忙な親であるし、学ぶというイメージが学校での勉強とか
のイメージでつい思ってしまったりすることもあるし、自分には、あんまり
関係ないとか、無理とかマイナスのイメージで捉えられてしまうかもしれな
いと思いました。楽しく学んだり、おもしろそうだからやってみようかなと
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いう気持ちが持てるようにすることが一番大事だと思いました。ただ、大震
災以来、多くの人が地域における人とのつながりの重要性というものをすご

く認識して大事だと思うようになってきた状況もあるので、学校とか保育園
を核とした、親の学びの場としてつながっていけるといいなと思いました。 
 ただ、ＰＴＡとか保護者会といっても、なかなかうまく機能しない部分も
あるかなとも思いますので、例えば、そういったＰＴＡとか保護者会の活動
に対して行政が家庭教育支援という面からコーディネーターとかアドバイザ
ー的な人を、そこに配置して活動を支援するとかしてもらえば、今の時代に
ふさわしい活動ができるのかもしれないななんて思いました。 
 今回は、家庭教育支援の中で、全く狭い１つの親の育ちを応援するという
観点だけでＰＴＡとか保護者会を活用して、親のつながりができるようにな
るといいなと思いました。 
 次に挙げたのは、配付された資料に参考になるようなレポートが幾つかあ
りましたので、一応例として挙げてみました。雑駁で申しわけありませんが、

以上です。 
 
松田議長 ありがとうございました。図書館と親の育ちというところでご報告をい

ただきまして、根本委員とのご報告とも非常にリンクするところがあって、
ありがとうございました。 
 それでは、ご質問とかご意見とかございましたら、お願いしたいと思いま
すけれども。 

 
矢野委員 矢野ですけれども、私もこの本の話と、この親の学習というの、ものす

ごく大事だと思うのです。特に、まず親の学習なのですけれども、前々回の
を見させていただいたときに、私が前の委員会で話したときに言ったことを
引用なさった方がいたのですけれども、脳科学者の方に聞いたら、ほんとう、
僕もバッハとか好きですけれども、そのバッハを、いいＣＤを買ってきて子

どもに聞かせていても何もあれだけど、下手なピアノでも親が一緒になって
一生懸命やると子どもは一生覚えているということを言って、おそらく、例
えいいかどうかわからないですけれども、今回、銀メダルとった平野歩夢君
というのですか、お父さんが一生懸命山形まで行って、自分もハーフパイプ
をやって、「ハーフパイプなんかやっているやつはだめだ」何とか言う人が
いたとしても親が信じてやってやったということは強いと思うのです。 
 だけど、これってあれですか、例えば、具体的に言うと、どういう学びを
どうやる、それは任せちゃうのですかね。 

 
川廷委員 任せちゃうというか、この学びに関しても、例えば、今もＰＴＡの中で

いろいろな学校によってはそれぞれ文化サークル的なものもあるところが
ありますし、ホームページで見たぐらいで、あんまり実態がわからない部分

もあるのですけれども、あと読み聞かせのグループがあって、朝読書のとき
にそういったとこでやるグループがあったりとか、昔はよくＰＴＡのコーラ
スグループがあったりとかしたと思うのですけれども、何をやるかというこ
とが、そんなに重要じゃないかなと思っているのです。みんなが集まって何
かやれる核が幾つかあって、誰でも何かに参加できるようなものがあったら、
私なんか何もできないので、参加できるものがないような気がしたのだけれ
ども、そういう人でも参加できるものがあるといいなと思いました。 

 
矢野委員 思いつきですけれども、今お話もあった、私どももちょっと関連するで

すけれども、小学校で英語が義務化になりましたよね、もう、大変なわけで
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すよ。英会話のできる先生をどこかで呼んでくるとか、ＮＨＫもいろいろな
関連会社があって、子ども用の何とかキッズとかいって、英語のソフトを親

に買ってもらうとか、そんなことを僕もやるより、今の親に、親が下手でも
いいから一生懸命 How are you？って言って、１時間でもしゃべっていたほ
うがいいかもしれないですよね。 
 だから、これ非常にもしかすると可能性高いですよね。それほんとう、大
事だって、何でもかんでもお金で高いもの買ってこれで勉強しろとか言って
もしようがないと思いますし、あと、もう一つ、これもちょっと今の話に近
いのですけれども、本ですね。私も、自分の孫が今度小学校に上がるのです
けれども、生まれたときからできるだけいろいろな本を買ってあげようと思
って、本屋さんに行っていろいろな、乳幼児の本っていっぱいあるのです。
小学校に上がってからどういう本をあげていいかというか、本屋に行くとな
いのですよね。自分が小さいころは、僕なんかほんと勉強もしないし、本も
読まなかったのですけれども、それでも、ここにいる方古いでしょうから、

あれでしょうけれども、『次郎物語』とか何かよく『しろばんば』とかあっ
たりして、何かこんな暮らしも世の中にあるのだとかいろいろ思ったのです
けれども、ＮＨＫってそういうのも前はドラマでやったのですけれども、そ
ういうのもなくなりましたし、小学生の子どもたちとか、中学生ぐらいにど
ういう本を、自分の今、孫の本もそうなのですけれども、買っていいのか、
この前も何か『小公子』とか、何か文学全集買ってあげようかと思ったら、
うちの娘が「お父さん、こんなの絶対やめてよ、絶対読まない。もうね、絶
対ＢＯＯＫ－ＯＦＦに持って行っちゃうからね」なんて、一体どういうふう
に誰がどう進めているのか。勉強する本はいっぱいあるのです。ほんと、い
ろいろな本が、九九が早く覚えられる方法とか、英語がうまくなる、幼稚園
の小学校、プレ入学何とか何とかとか。だから、何か、本を読んでもらえる
ものとか、何か、そういう、あれですか、図書館とか何かでも。 

 

川廷委員 図書館でも、学校でもだと思うのですけれども、乳幼児向けのお勧め絵
本リストとか、低学年向きのお勧め絵本リストとか、中学生向けお勧め本リ
ストというのをつくって、学校を通して皆様に配布していると思うのです。
なので、こう言っちゃなんなのですけれども、本屋さんは、あんまり子ども
の本って、乳幼児向けは売れるのかもわからないのですけれども、売れない
のです。だから、本屋さんに行っても、やっぱりなかなか親が読んでもらっ
たらいいかなとかいう、いい本って言ったら変ですけれども、そういったも
のは、なかなか本屋さんではない場合があるのです。 
  例えば、子ども専門の本屋さんに行けば、図書館と同じような選ばれた
本が並んでいるのですけれども、一般的なあんまり大きくない本屋さんでは、
やっぱり売れないものは、場所の関係もあり少ないです。 

 

矢野委員 そうですね。大人の本もそうですけれども、いい本は大体売れないです
から。１週間したら売れないものはさっさと飛ばされちゃいますよね。 

 
川廷委員 そういった、まずは、図書館とかでつくっている、お勧め本のリストみ

たいなものを、１つの参考にしてね。 
 
矢野委員 でも、これ学校経由じゃなくて、逆に。 
 
川廷委員 図書館でももちろんありますね。 
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矢野委員 というか、いや、図書館に行く親御さんもなかなか少なくなっちゃった
ので、何かいい形でお母さん方にもっとこう、家庭にも、お父さんでもいい

と思うのですよ。ぜひ、親が読まないから子どもも読まないのです。親が、
本を読まないから、子どもは読まないって、僕は思いますけれども、絶対。
だから、共通していると思うのです、本でも勉強でも親が勉強しないでテレ
ビだけ見て、スポーツ、サッカー見ていて、おまえに勉強しろって言ったっ
て、子どもだって馬鹿じゃないですから、絶対勉強しないって、僕は思いま
すけれども。 

 
川廷委員 矢野委員さん、親の学びというのを、何かすごく勉強っていうイメージ

でとってくださっているのですけれども、それも含めるのですけれども、私
は、この場合の親の学びというのは、そんなに難しく考えなくて、身近な、
何かちょっとしたことを、みんなで一緒にやったり、そういったことも含め
て、学びという形で出させていただきました。 

 
佐藤委員 川廷委員に伺いたいと思います。親の育ちを応援する学びの機会の充実

ということで、身近なＰＴＡや保護者会をもう一度見直して、親の学びの場
につなげられないかということがお考えのまとめのように書かれていて、ユ
ニークな視点だなと思って、感心して伺っていたのですけれども、この出し
ていただいた説明の中に、ＰＴＡ、保護者会の活動に対して行政が家庭教育
支援という面から、コーディネーターとかアドバイザー的な人を配置して活
動を支援するっておっしゃっています。 
 ここに現役のＰＴＡの方もおいでになりますし、立入さんも長年やってら
っしゃったし、私は、大分前にはなりますけれども、子どもが２人おります
ので、国立の中でいろいろなＰＴＡの活動というのをしてきた経験はありま
すが、そういう考えの、それを経験の中で、行政が家庭教育支援という面か
ら、コーディネーターとかアドバイザー的な人を配置するって、そのイメー

ジが全然湧かないのです。その行政に配置されたコーディネーターが、その
ＰＴＡなり保護者会にどのようなアドバイスなり、働きかけができるのか必
要なのかというのを、どうお考えなのかを教えていただきたいのです。 

 
川廷委員 行政がって言ったのは、行政の人という意味ではなくて、予算を市でも

って、それなりのそういったコーディネーター、例えば、ここにいらっしゃ
る、いろいろな委員になられている先生のような方で、ＰＴＡの活動とかそ
ういったものに、先生と保護者だけでは、なかなか親の学びにまで先生とし
てみれば手が回らないのかななんて思って、そのときに、何か相談できる人
がＰＴＡというか、親のほうでもいたらいいかなということで、行政の人が
来るということではなくて、行政が例えば、さっき子どもの放課後学習に人
を頼むのに行政がお金、それなりの予算を組むというものと同じイメージの

行政がという書き方でした。 
 
佐藤委員 そこは理解しておりました。行政の方が直接来るとは思いませんが、予

算を配置をしてっていうことですよね。で、予算配置をしても、そのコーデ
ィネーターの人が私、学習の場のコーディネーターとかだったらよくわかり
ますし、地域の人と学校をつなぐコーディネーターとかいうなら、よくわか
るのですけれども、そうじゃなくて、ＰＴＡとか保護者会へのコーディネー
ターというのが、多分、私の中に、そういうわりとやらされ感のあるＰＴＡ
活動の中で親の学びという形まで発展するということのイメージが多分薄
いのだと思うのです。私がイメージができないというのが。だから、その辺
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を川廷委員さんのコーディネーターを配置して、学びをＰＴＡの中で、親自
身が、いろいろなつながりやら学びを体験するということですか。そこら辺

がわからなかったのです。 
 
川廷委員 というか、ただ、先生方と親だけで、親の学びということにまで進めて

いくのって大変なのかなと思って、それだったら、そのとき相談できる人が
いたりしたらいいかなっていう、私の、全くの思いつきで、いろいろなとこ
ろで今、コーディネーターとかアドバイザーっていう人がいらっしゃるので、
そういった人がいらっしゃれば、先生方の負担もなくなるのかなということ
で、それほど具体的なイメージはもっていないのです。すいません。 

 
佐藤委員 わかりました。 
 
松田議長 ほかにいかがでしょうか。 

 
立入委員 立入です。今のって、コーディネーター、アドバイザー的な人がいると、

話しやすいとか、場をつくりやすいということだとは思うのですけれども、
ＰＴＡでも、もちろん、ご存じだと思いますが、猪熊さんなんか、実際に感
じていらっしゃることだと思いますが、全員が参加する機会ってなかなかな
くて、保護者会でもお仕事の都合で来られないとかいう方は、結構いらっし
ゃるので、何か、全然違った土曜日とか、例えば、何ていうのでしょう、家
庭支援とか、何か、やりますよ、学びますよっていう形をとらないで、何か、
お茶でも飲みながらしゃべるような機会というのが、そういう場は、例えば、
そういうコーディネーターの人が仕組むとかっていう仕組みを考えるのだ
とすると、とても有意義な発想ではないかなと思って伺っていたのですけれ
ども。だから、昔Ｐ連なって、今、国立市にはなくなってしまったのですが、
そういった学校を通しての横のつながりとか、やはり、お母さん同士が、Ｐ

ＴＡの役員でもしない限り、ほかの学校のお母さん方と、お母さん、お父さ
んとかっていう保護者の人とつき合うのって、例えば育成会のソフトボール
をしていたらソフトボールのつき合いがあって、いろいろなところから集ま
ってきて、顔を覚えながらつき合いができるとかっていうことはあるとは思
うのですが、そういった、何か学校単位ではなくて、市全体でそういった学
習会というほどの何ていうのだろう、大仰なものとして構えない形で、カフ
ェのような形であるのだとしたら、それはそれでいいのではないかなと思っ
て、何となく聞いてはいたのですが、何かヒントにはなるかなと思います。 

 
猪熊委員 猪熊です。コーディネーターとかアドバイザーという、第三者的ってい

うような意味合いなのでしょうかね、川廷さんのおっしゃるのは。 
 

川廷委員 第三者的。 
 
猪熊委員 学校でもなく保護者でもない、第三者的なコーディネーターとかアドバ

イザーが。 
 
川廷委員 どっちかっていうと、例えば、ＰＴＡのＯＢとかでもそれはいいのです

けれども。 
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猪熊委員 私は、逆に、第三者的なほうがいいのかなと思います。私の中では、何
となくイメージが湧いてくるのですが、先ほども、少し佐藤委員もやらされ

た感みたいなお話もあったのですが。 
 
佐藤委員 すいません。 
 
猪熊委員 いえ、いえ。ＰＴＡの何か行事といっても、保護者の方たちはなかなか

足を向けてくださいません。そこの中で親の育ちを何かって言っても、なか
なか難しいです。ＰＴＡで何をしようかって、ＰＴＡの執行部で考えていて
も、どちらかというと、執行部をやっている方たちというのは、親の育ちと
いうか、自分たちも育っていこうというポジティブな考え方の人たちが集ま
ってきてくださる傾向がありますので、そこで意見を出していても、全く来
ない方々には、伝わらないような気がしています。だから、一般的にいろい
ろなところから考えてアドバイスしていただいたり、コーディネートしてい

ただいて何かやってみるということは、少し価値があるのかなと、私は、川
廷さんの意見で、斬新でいいかなって。 

 
立入委員 そうですよね。 
 
猪熊委員 ええ。 
 
川廷委員 これで、何か、学ぶということももちろん１つのきっかけになると思う

のですけれども、私が、一番こうなったらいいなと思うのは、いろいろな場
面で身近に相談したり、話したりする人ができるようになるということが、
いろいろな問題を解決するまず第一歩かななんて思って、そうすると、こう
ＰＴＡとか保育園の保護者会って、１年ぽっきりじゃなくて継続していった
りするので、そこが、いろいろな形で親のつながりもできるようになる、１

つの場になるとすごくいいかなっていうのが、この学ぶこと、その自体も大
事だと思うのですけれども、そこで皆様でつながれるということがいいなと
思うのですけれども、ほんとうにさっきからお話し出ているように、どれだ
けの方がそういう意識で参加できるかというのが一番難しいなとは思いま
した。 

 
矢野委員 矢野ですけれども、今聞いていて、結構、それって、さっきの雪かきじ

ゃないですけれども、人間のコミュニケーション、特に日本人、特に都会、
私は、東京で生まれて、東京で育ってＮＨＫ入って５年福井に行って、もう
あそこに行くと雪かきをみんなで共同でしないとできない社会なのです。も
う絶対そうなのです。僕も今回東京来て、自分のところだけしか雪かきしな
いのですよね、みんなね、大体。手伝ってやってやるのですけれども、やる

とみんなだんだんうれしくなる。僕は、おそらくそういうＰＴＡもそうだし、
義務感、やらされた感、どんな組織もどんなグループもそうですよ。でも、
よければ、少しずつよくなりますよ。そのために、何か垣根を低くしたりす
るということも大事ですけれども、それをやると、何かやり過ぎると、本来
の理念が消えてしまうから非常に難しいですよね。これがどういう目指すか
って、理念が立派でも全然来なきゃ意味がない。だからといって、ま、とに
かく来るということだけを目指すと、来たはいいけれども、じゃあ、どこに
向かっていくかということにもなりかねないから、結構核心の話だという、
僕承りましたけれども。特に、子どもが大きくなってくると、だんだん温度
差がなくなって、もういいやというのはありますけれども、そこを、どうい
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うふうにおっしゃっている、何か、結構身近に相談相手いないのですよ、き
っと。いないくせに、都会の人って人に弱音は言いたくないし、厄介ですよ

ね。だけど、子どもたちのためにというか、地域のためにも何か今お話し伺
っているようなところをやらないと、僕なんか男なのか、サラリーマンだか
ら、本音と建前を知らない間に使い分けちゃっているけれども、家庭で向き
合っている方からするとしたら、これ本音も建前も本来ないと思いますから。
できる範囲の中で理念は大事にして何かやれたほうがいいかなと思いまし
た。 

 
武澤委員 今のはＰＴＡの中とか保護者会の中がそうなってないという部分と、何

かＰＴＡがほかのコーディネーターとかアドバイザーみたいな方に相談が
できるということでいうと、両方という感じですかね。 

 
矢野委員 どうなのですかね。やはり、両方あるのですよね、きっと。ＰＴＡの中

もそうだし。 
 
武澤委員 気軽に相談がですね、例えば、個人のちょっとした相談が、ＰＴＡの中

でそうなったときにできるという雰囲気なんかは、あんまり。 
 
猪熊委員 何かＰＴＡで集まるというと、行事とか何かになってしまって、うちの

子、こんなこういうふうなんだけどみたいな話をする場面は少ないかもしれ
ないです。 

 
立入委員 同級生がいて、長年を知っていてってなると、その親とのつながりが長

年にわたるのでどうっていう話はできますよね。 
 
川廷委員 ＰＴＡよりも保護者会ですよね。いろいろな子どもたちのことが話に出

るときは。 
 
立入委員 年齢は、固定化されてくるのですよね。保護者会に出る人。 
 
猪熊委員 メンバーが。 
 
立入委員 出ない人。もちろん、どうしてもフルタイムの仕事をしている人は、基

本平日ですから。保護者会に出られる人は、固定化するのは当たり前かなと
は思いますけれども。 

 
猪熊委員 そうですね。保護者会ですと、先生から、子どもたちの学校の様子をお

うかがいしてという感じですから。 

 
立入委員 ですよね。 
 
猪熊委員 ちょっと、すいません、おそらく、川廷さんが書いてらっしゃる保護者

会は、保育園で使われている言葉で、いわゆるＰＴＡっていう意味ですよね。 
 
川廷委員 そうです、はい。 
 
猪熊委員 そうですよね。 
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川廷委員 はい。 
 

猪熊委員 ということで、今話している保護者会は、学校であるものですよね。 
 
立入委員 別物です。 
 
猪熊委員 そのことについて、お話をすれば、学校の保護者会は、どちらかという

と、先生と保護者との会と私は思っています。ですから、先生から様子をお
伺いして、それに対して質問がある方はということなので、どちらかという
と、あまり親同士っていう形ではない感じがしますが。 

 
根本委員 いいですか。 
 
猪熊委員 はい。 

 
根本委員 根本ですけれども、私もさっき、お伺いしていて、保護者会っていうの

は、やはり、学校側が主催しているから、これは学校の問題だよなって思っ
ていたのですけれども、今、川廷さんのあれでわかりましたので、で、ただ、
すごく参考になります。やはり、そういう視点で見ていくと、保護者会も内
容も形も変えていかないといけないのだなというのは、改めてすごく感じま
すので、これは、校長会などでも話題にはしたいと思います。保護者会の持
ち方。 
 ただ、学校として、学校は、本校なんかもそうなのですけれども、保護者
会にどうやったら保護者の皆様に来てもらえるかという研修会を開いたり
しているのです。三小では、やってなかった、まだ、私２年目なので、六小
ではやったのです。それで、そうしたら、年配の校長先生などにね、先生と
か呼んでどんなことやったら来ますかねみたいな話をしてもらって、いろい

ろ、やはりその中には、もうお茶とお菓子出したらという、そんな話もあっ
たし、ほんとうに、そういう雰囲気をつくって、みんなが自由に話せるよう
な、そういうところでそういう会をもてるといいねといった話は出ました。 
 だから、でも、今、そういう皆様のお話を聞いていて、改めてこれは、教
員サイドで持ち方を考えていきたいなって思いました。ちょっと、話があれ
しちゃいましたけれども、すいません。 

 
松田議長 そんなプロジェクトというのは、つくれないのですかね。何か、例えば、

保護者会をお昼にやるとお仕事を、皆様、している方もいらっしゃる、多い
ので、少し夜の時間に設定して、先生も保護者の方も夜出られるように、そ
れを、ベビーシッターのような学生群団がそれぞれの家庭に行って、それで
その日は、未来の家庭を支える人が、今の家庭を支えるみたいな、で、何か

すいません、ちょっと、夢みたいな話していますけれども。そこを、そうい
う集いを、基本的に、物理的に可能にする支援のあり方というのが、何かも
うちょっと考えられてもいいのかもしれませんね。 

 
佐藤委員 今の話ではないですけれども、私、昔子どものＰＴＡをやっているとき

にいろいろクラスの中で問題がある時期があって、いろいろ先生とも話し合
いますけれども、多くの人に参加してもらいたいということで、夜に開いた
ことっていうのは、開いていただいたことが何度かありました。で、先生が
いないほうが話しやすいだろうというときは、防災センターみたいなところ
をお借りして、夜に保護者たちだけで集まったこともあったし、だから、い
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ろいろな形で別の学校のときも、夜に開いたことありましたから、そこは先
生にお願いして、勤めている方も出ていただけるように学校にもお願いして

やらせていただいたことありました。 
 
矢野委員 そのときってあれですか、テーマというか、何か。 
 
佐藤委員 問題があったというときは、子どものいじめがあったのですけれども、

それは、子どもたちだけの問題ではないだろうというところがあって、親も
一緒になって考えようというところです。 
 それから、クラスが荒れたときもあって、そういうときも、しっかり出て
こない、来られない、お母さん、お父さんに出ていただくという工夫を、学
校もぜひしていただきたいってお願いして、やっていただいたりしましたか
ら、できなくはないはずです。問題解決のためにっていう、だから、漠然と
というときもありましたよ。お茶会を夜にするということもありましたので、

できなくはないのだろうなとは思います。過去の経験で、１回とか２回じゃ
なくって、いろいろな学校でもやりましたので、やれなくはないだろうとは
思います。 

 
松田議長 お話がほんとうにどんどん広がっていくところで、それでは、時間のほ

うもございますので、一旦ここで、それでは、ご報告ありがとうございまし
た。 
 じゃあ、猪熊委員から、お願いしてよろしいでしょうか。 

 
猪熊委員 私は、簡単にまとめてしまいましたし、言葉もとても話しているような

言葉で書いてしまいましたので、一応、私は、普通の保護者ということでお
許しいただきたいと思います。 
 私は、まず、家庭教育支援というのが、子どもたちがみんな自己肯定感を

持って育っていってほしいというところに目標があるのかなと思いまして、
そこにたどり着けるように支援していくということで考えました。 
 家庭教育には何が必要かなということを考えました。家庭というのは、家
だけ、があってもそれは家であって、そこに住む家族というか、家族ではな
い場合もあるかもしれませんが、そこに一緒に暮らしていて、そこで生活し
ている中から、ここはちょっと「指導者」という言葉を使っていますが、生
活している中からお互いが何となく学んでいくという、恩を感じるというか、
ありがたいなと思ったりとか、今、助けてあげないといけないなという気持
ちになったりとか、そういう何となく生活している中からお互いが学んでい
くのが、本来の家庭教育なのかなと思っております。全ての家庭がそういっ
たスタイルになっていくというのは現実問題難しいと思いますので、そこに
近づけていく支援。そして、支援というよりかは、もう少し難しい場合には

サポートしていくということで、下記の３点にまとめてみました。 
 １番は、先ほどの親の学び、親の育ちとかということと同じようなことで
すが、保護者も自己肯定感を持って、自信を持つことができるように支援す
る。生活の中から子どもに伝えていくということで、親がしていることをま
ね、全くまねするというわけではないが、よく、おやじの背中を見ろといっ
た言葉があるとは思いますが、そういったような意味合いの、まねされても
いいような生活を送っていこう。 
 ２番としては、サードスペースというような意味合いで、日々保護者も頑
張っていますが、たまに息抜きをしてもいいのではないかとか。あと、子ど
もにばかり目がいっていても、やっぱり、うまく関係が築けないと思います
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ので、たまにちょっと愚痴るところがあってもいいのではないかとか。あと、
先ほども、保護者会の話でも出ていましたが、例えば、親同士、話すことに

よって例えば、自分の子どもが、いつも忘れ物をしているとか、学校からの
配布物を出さないとかいう、小さいことではないかもしれませんが、そんな
ことをすごく気にしていても、ちょっと隣の人にうちの子はいつも手紙とか
出さないのよとか言って、隣の人が、あら、うちもよって、男の子なんかみ
んなそうよと一言言われると何かすごく気が楽になるようなこととかもあ
るかと思うのです。そして１つ気が楽になると、次は子どものいいところを
発見していけるようになっていくと思うのです。そんなことができるような、
サードスペースというか、親同士が過ごせるようなところがあってもいいの
ではないかなということを思います。 
 ３番目としては、親が育つのが一番いいと思いますが、今日何かしたから
明日には育っているというわけでもないので、現在、そういった家庭教育が
ちょっと難しいかなとか、家庭で過ごす時間が難しいお子さんがいらっしゃ

る場合には、例えば、図書館なんかでもいいと思いますし、先ほどの放課後
学習教室みたいなところとか、そういった子どもに対してサポートというよ
うな、そんなスペースがあるのも助かるかなと思いました。 
 次のページの図は、何となく今のことをまとめた図なのですが、この四角
の中の図の面積は勝手にイメージで書いたものなので、あえて何かからパー
センテージを出したとかそういうものではありません。四角の白いところの
部分は、家庭教育支援というよりかは、いわゆる行政、福祉というのですか、
そういった方面でのサポートなのかなと思いました。丸の中で自己肯定感を
持つことが難しいというのと、自己肯定感を持って育っているという色分け
をしまして、この色分けの部分、同じ色のスペースが、それぞれのところか
らのつぶやきというか、考えという形で出しています。それで、先ほどの３
点のところで子どもたちの居場所づくり、保護者への支援とか、指導、保護
者のサードスペースづくりということで、このような感じでまとめさせてい

ただきました。 
 以上です。 

 
松田議長 ありがとうございました。では、早速ですけれども、ご質問とか、ご意

見がありました、お願いしたいと思います。 
 
矢野委員 矢野ですが、この図の、非常に私こういうのが好きで、いろいろ感じさ

せるものがあるので。右側のところで、「家以外でも過ごしたい」というの
は、おそらく子どものつぶやきというか、思いですよね。 

 
猪熊委員 はい。 
 

矢野委員 これは、例えばということでもないのですけれども、どういうふうに感
じ取ればいいのですか。親が逃げ出したいのか、もっと、こう、違うものを
体験したいのか。 

 
猪熊委員 そちらですね。 
 
矢野委員 いやいや、大事なことだと。いや、私、実は、猪熊さんのすばらしくて、

親として、僕なんて親らしく子どもらしく接してこなかったので、恥ずかし
くあるのですけど、やっぱり、もう一つ、子どもを育てるという意味では、
家というか、ホーム、まさにホームをいかに暖かいものかつ親としてのとい
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うのがあるのですけど、どうしても、社会性って必要ですよね。昔は、核家
族ではなかったから、先ほど根本さんからもありましたけれども、おじいち

ゃん、おばあちゃんもいたし、親戚もいっぱいいた。変なおじさんがいて、
僕もよくわからない、あの人は合うたびに何か、変なおじさんだなと。近所
を歩いていてもうるさいおじさんがいたり、変なおばさんがいて、いつも僕
のことをばかり怒る人がいたり。でも、それは非常に社会性があったと思う
のですけど、そういうのが寸断されていっていますから、少しでもこういう、
子どもが思いを持つことを実現する、さっきの話とも絡むのですけれども、
いろんな人が実はいるのだということがうまく浸透するというか、知ってい
くシステムって重要かなと思うのですけど、猪熊さんのお話だと家庭のあり
方というのはわかったのですけど、一方で、まさにここの子どもがつぶやい
ているのは、どういうふうにつくったらよろしいかと思われますか。ちょっ
と、質問するのは失礼かもしれませんけど。 

 

猪熊委員 例えば、子どもの中で、家以外でも過ごしたいというのは、どこかに行
って、自分を試したいではないですけど、自分でももうちょっと役に立つこ
とはあるのではないかなとか、自分よりももうちょっと小さい子と過ごすの
が自分は得意だなとか、そういったどちらかというと積極的な思いがあるお
子さんと、あとは家庭教育を受けにくいお子さんといっても、お子さんの中
ではわからないと思うのです。お子さんの中で、自分で自分は自己肯定感を
持つことは難しい、そういう環境にいるのだと思っていないと思うのですね、
お子さんは。ですから、私としては、こう分けて書いているのですけど、ど
ちらから来ていても全く一緒の子どもだと思うのです。だからこそ、１つの
いろんな考えのお子さんが一緒に過ごせるという場所がいいのではないの
かなという思いはあります。 

 
矢野委員 どちらかというと、子ども同士が集まるというか、そういうイメージで

すか。 
 
猪熊委員 そうですね。ただ、先月週から、少し佐藤委員がおっしゃっていたよう

な、指導者という、それなりにかかわってくる大人なり、学生さんなりがも
ちろんいたほうがいいのかなとは思いますが、人数が多いほうは子どもとい
う形で。 

 
佐藤委員 よろしいですか。前回、私の発表のときに、第二次国立市子ども総合計

画の中に、子どものたまり場の話があって、その子どものたまり場づくりと
いうのを国立市はメーンに上げていなくて、現在の施設利用のルールを見直
すというだけになっているのです。ですから、それから始まっても仕方がな
いのかなと思いますけど、今ある既存のいろいろな、児童館は子どもの集ま

る場所で現在あるわけですけれども、そういうところの使い方、それから、
公民館や図書館やそのほかのところ、それから芸小ホールにしても何にして
も、子どもだけでは利用ができない部分。音楽室なんか特に使いたいでしょ
うけれども、そういうものも子どもだけでは借りられない、そういう現状の
中で、子どもの自由にある程度子どもたちが集える場所というのを、今ある
中にどういうふうに位置づけていって、つくっていけるかというのはぜひ今、
猪熊委員もここでおっしゃっていた、やっぱり、子ども同士が一緒になって
いるというところで育ち合いができると思うのです。 
 猪熊委員のおっしゃっている中でいいなと特にほんとうに思うのは、家庭
で保護者と一緒に過ごす時間がなかなかとれない、仕事の問題やら、スペー
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スの問題やらいろいろあると思うのですけど、そういうときに地域とか、社
会が支援するような、そんなスペースがあるといいというふうに最後締めて

いらっしゃるのですけど、子どものそうしたたまり場的なものというのは、
ぜひ考えていきたいなと思ってお話を伺っておりました。 
 場所から入る部分も多いと思うのです。そこに専門職をどのように配置す
るかとかというのはあるところなのですけど、大人がとにかく子どもたちの
そういう居場所が必要だということを、認識をするということがまず大事で、
そういう場をどのように持つようにつくれるようにするかというのも、ぜひ
議論がこの後ずっと続いていければいいかなと、現実的につくっていくには
どうしたらいいのかという流れができればいいなと思います。 

 
武澤委員 よろしいですか。武澤です。猪熊委員のやつで、①のところ、これを拝

見して、私はいつも身近な問題で考えるのですけれども、これを見てなるほ
どと思ったのは、実は、我が家は犬を突然２匹飼わなくてはいけなくなって

しまったのです。これは、娘がアイルランドで飼っていたのを連れてきた。
娘はまたテキサスへ行ってしまったので、その期間飼うのですけれども、犬
を飼うのに食事とかいろんな指示をする、家の中で飼っているのですけど、
英語で今までやっていたというから、じゃ、我々も英語の勉強を兼ねて、指
示を英語でやってみようというのでやっているのです。だから、餌をやると
きは sit down と言ったり、ケージに入れというときは、go house というふ
うに、そういうことを言っている。ちゃんと言うこと聞くのです。時々、孫
が遊びにくるのです、近くに住んでいますので。３歳の孫と１歳の孫がいる
のですけど、孫がそういうのをずっと見ていて、３歳の孫と１歳の孫は遊ん
でいて、それで、どうも１歳の孫がいたずらばかりして、なかなか一緒に遊
んでくれないときに、３歳の孫が妹に向かって、go house というふうに指示
するのです。我々、何気なく犬に go house と言っていたのが、３歳の孫が、
自分で妹に対して go house とやるので、これは我々も言葉というのをいろい

ろ気をつけないと、そういう意味ではいいものはいいのですけれども、そう
いう気づかないことで自然と子どもに教えて、植えつけているものがあるの
ではないかなという、そういうふうに思いまして、なるほど、我々が家の中
で小さい子どもがいるときは、そういう言葉も行動も気をつけなくてはいけ
ないのだなというふうに思った次第です。 
 ですから、教育というのは、難しく考えるのではなくて、日ごろの我々の
行動ではないかなと思いまして、家庭教育というのはなるほど、今までそん
なことは考えたことがなかったのですけれども、こういう場に出させていた
だいて、少しずつ自分の行動なりなんなりを見直すということをやっている
次第でいます。もし、そんなことで参考になればと思いました。 

 
松田議長 ありがとうございました。ほかは、いかがでしょうか。 

 
武澤委員 じゃ、ついでにもう一つ、また違う話ですけれども、今日のお三方のお

話を伺って、私が思うのは、つながりというのは、根本先生がキーワードを、
大体お三方もつながりだというお話だったお思うんですけど、つながりとい
うのはコミュニケーションが一番大事だと思うんです。コミュニケーション
がうまくいけば、コミュニティーができてくると、私もＮＰＯをずっと長い
ことやっていてそれは思うのですけど、それで、コミュニケーションの基本
はなにかというと、挨拶だと思うのです。朝会ったらおはようございます。
夕方だったらこんばんはとか、そういう簡単な挨拶を自然と交わすようにな
っていくと、非常に人間関係がよくなっていくと思う。だから、まずは、挨
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拶が基本だと思います。それができないから、隣近所も疎遠になっていくと。
先ほどの雪かきなんかも、あれで、１つのことで挨拶できるようになってい

くのです。それが大事だと思うのです。だから、何か、町ごとに、町内会ご
とに、何かで挨拶をするようにしましょうよとかいう約束をすると、これは
金もかからないし、一番簡単な方法なのですね。これをどんどん進めるべき
だというふうに思います。 
 私はＮＰＯでそれをやっていたのと、それから、今住んでいるマンション
でもあるときそういうことを提唱して、みんな挨拶をするようになると、親
同士が挨拶をするし、それを子どもたちも見ていてちゃんと挨拶をするよう
になっていく。そうすると、みんな仲よくなっていくし、何か、出かけると
きに、ちょっと子どもを二、三時間見ていてくれというように頼んで、いい
ですと、預かっておきましょうと、そういう関係になっていくと思うのです。
だから、私は、コミュニケーションをつくる基本は挨拶だと思います。だか
ら、これは、いろんな町内会から進めていくのがいいのではないかなと思い

ます。難しい理論とかなんとかではないと思います。 
 
松田議長 どうぞ。 
 
矢野委員 あと１点だけいいですか。自己肯定感というのも、何となくわかるよう

なわからないようなところがあるのです。ちょっと思春期に入った場合の、
ＮＨＫ学園に通っている子どもさんって結構そういう子が多くてあれなの
ですけど、小学生とか、中学生ぐらいでも自己肯定感というものは認識、無
意識なのか意識なのか、結構あるものなのですかね。猪熊さんがおっしゃっ
ているのは大体は小学校高学年ぐらいから。 

 
猪熊委員 そうですね。何となく、自分は家で役立っているのかなとか、こういう

こと、何か、ちょっと、お手伝いをしたら親が喜んでくれたなみたいな、そ

のあたりは、自己肯定感につながっていくのかなと思っていますが。 
 
矢野委員 裏返すと、自己否定感を持っている子が結構いるのではないかというこ

とですか。 
 
猪熊委員 そうですね。 
 
矢野委員 それはかなり怖いことですよね。 
 
根本委員 根本ですけど、やっぱり、自信のないというお子さんが多いですよね。

自分にはできないかもしれないというのとか、できないとか、言い方は悪い
けど、自分なんかみたいなところがどっかにあるような発言だとか、そうい

うのは結構あります。 
 
矢野委員 あるのですか。 
 
根本委員 あります。 
 
矢野委員 それって何年生ぐらいからわかる。小一、二年生のころからじゃないで

すよね。 
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根本委員 でも、やっぱり、小さい子でも、低学年なんかでも、そういう自覚をし
ているか、していないかはちょっとあれですけど、そういう傾向の発言の多

い子はいたりはしますけれども。 
 
矢野委員 それはやっぱり、先生からすると、家庭そのものに、問題という言葉が

適切かどうかはわかりませんけど、いろいろ課題があるという。 
 
根本委員 家庭だけじゃないと思うのですけど、周りもあるだろうとは思いますけ

ど、親御さんの接し方だとか、そういうのはもちろんあるとは思いますけど。 
 
立入委員 立入です。何か、よくＯＥＣＤとかアンケートで、欧米の人たちは子ど

もの未来について明るく考えているのに、日本人の高校生ぐらいまでの子た
ちのアンケートをとると、将来に対して希望が持てないみたいな数字をここ
の何年か見かけているのは、それがそういうことなのかなというふうに何と

なく思っていたのですけど。 
 
矢野委員 でも、それは社会に対する失望感というか、不安感とか、やっぱり、家

庭とか個人でだんだん小さくなるとかなり違うはずですよね。だって、今の
若い人だって、日本経済、３人に１人は年寄りで、何で昔は３人で１人お年
寄りを養っていたのに、俺たちは１人で肩車なんてとんでもないよとみんな
思っているけど、だからといって、若い人が絶望して生きているわけでもな
いだろうし。でも、子どもさんがもしそういうふうに、多いかどうかは別で
すけれども、少なくないという意味では、やっぱり、何らかの解決というか、
支援なのかはわかりませんけれども、学習支援とか、いろんな家庭支援とい
うのはありますけど、一番深刻かもしれないですよね。 

 
松田議長 そうですね、ベネッセが５年に１回調査をやるのですけど、小学生と中

学生と高校生なのですけど、今、一番新しいのがあるのですが、ホームペー
ジなんかで見られるのですけど、こんな質問があって、今の自分に満足して
いますかとか、自分の性格に満足していますかとか、自分の成績に満足して
いますか、ややとか、はいという肯定的な数字というのが、小学校の５年生
で既に４割しかないのです。中学、高校となるにつれて下がっていって、高
校生だったら３５％ぐらいになるという。それから、その同じような調査と
いうのを韓国とか、アメリカでもやっているのですけど、その同じ世代が、
自分に対して満足していますかというのは、大体７割ぐらいが満足と答える
ので、わりとそれは日本の子どもの特徴ですね。 
 言葉のあれなのですけど、自己肯定感という言葉と自尊感情という言葉が
よく言われていて、簡単に違いをいうと、自己肯定感というのは、やればで
きるという感じがないという、自己肯定感が低い場合はですね、やってもで

きないみたいなですね。自尊感情というのは、できない自分も引き受けると
いう積極的な感情なのですね。だから、勉強はできないけど、僕はほかのこ
とがあるしとかというふうに、できないことに対して、決して諦めていると
かいいやと思っているわけではないのですけど、だからといって、自分を嫌
いにならないみたいなのが自尊感情なのです。自己肯定感というのはできな
かったけど、やってみたらできるじゃんというふうに思えるという。そうい
う意味でできないとだめだという価値観は変わっていないのですけど、自信
を持てるというのは自己肯定感の問題で。価値観をお互いに持っているとい
う状態が自尊感情、そんなことをよく言われたりします。 
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立入委員 そう考えると、社会がいろんな価値観を持てるような周りにしてあげた
いなとは思いますけどね。 

 
松田議長 それはそうですね、ほんとに。たまたま私、先週、小学校１年生の授業

で、国語の授業ですけど、いろいろ先生が発問されていて、子どもが答える
のです。主人公の気持ちはという質問なのです。先生としては、答えさせた
い、読ませたいものがあるので、そこと違う答えを言った子には、なかなか
考えているねとか、すごく肯定的に反応はされるのですけど、ほかにはない
ですかと振っていくのです。そしたら、正解的なところを言った子どもが出
たときに、先生が、ああ、そうだねと言って。それを空気で読んじゃうとこ
ろがあって。 

 
矢野委員 日本人はそういうところが。 
 

松田議長 ええ。その最初に言った子どもが、授業が終わった後わんわん泣いてい
たらしいです。それは後で先生に伺ったのですけど、授業の場面だけしか見
ていなかったので。そしたら、泣いているときに、僕はだめなのですって、
１年生が。家でいつでもだめだ、だめだって言われるし、ほんとに僕はだめ
なんですみたいなことを言っていたと。そんな１年生ばかりではないと思う
のですけど。自己肯定感というのはほんとうに難しい問題だと思います。自
信を持てない子というのは。かといってそこのご家庭が家庭教育がむちゃく
ちゃだということではないと思うのです。ですから、家庭教育というものが
いい形でなされているのだという、そういう判断自体が難しいところがあっ
て、多分、ご自身ではすごくしっかりできていると思われているのだけど、
結局は、ここで猪熊委員がご指摘されたように、自己肯定感を逆にそのこと
が削いでしまっている場合もひょっとしたらあったりするかもしれないと
思います。 

 
矢野委員 今のお話、私も、社会福祉、ソーシャルワーカーで、毎年来ていただい

ている先生がいるのですけど、日本人の強さでもあり弱さである髪の毛も一
緒、肌の色も一緒、瞳の色も一緒、要するに空気を読む、しゃべったことで
理解をするのではなくて、相手の目を見て、この人、ほんとはこういうこと
を思っているよねということを思っているから、みんな黙って会議中もずっ
とやっているけど、やっぱり、欧米だとブラックもいれば、ホワイト、ブラ
ウン、いろいろなのがいて、というか、欧米というか世界中がそうで話さな
いとわからない、いろんな考えがある。それを認め合っていくのがあれなの
だけど、日本人というのはとにかく同一社会で生きているから、結局、子ど
ももまさに小学校一、二年のときからそれを読み取っちゃうのですね、きっ
と。だから、多様性にしたいというけど、実はもうそうじゃないのです。民

族的にずっと島国できているし、言葉も何十年たっても英語はしゃべれない
し、だから、根は深いと思いますね、きっと。 

 
佐藤委員 前期の社会教育委員の会でも、地域による学校支援の方策というのをや

りましたよね。それは、多様な価値観をつけるためには、学校教育だけでは
なくて、地域のいろんな人々が子どもたちの教育にかかわりを持つというこ
とで、価値観の幅を広げるということを期待されていたのだと思うのです。
なかなか具体的な提案までにはいかなったけれども、そこで提案されたもの
が、そういう地域と学校、人、子どもたちをつなぐためにはコーディネータ
ーが必要だとか、場が必要だとか、いろんなことを言ったのですけど、やっ
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ぱり、そこに先生が先ほどおっしゃった自尊感情をやっぱり子どもたちに持
ってもらって、だめなところももちろんあるけど、いいところもいっぱい持

っているというふうにみんなが思えたらいいわけですよね。その流れにでき
れば持っていってもらうためにはどうしたらいいかということだと思うの
です。だから、それには家庭の親に対する支援もあるだろうけど、教育に対
する勉強ができることで、１つコンプレックスをなくすというのもあるかも
わからないし、そうではなくて、地域のいろんな大人たちと触れ合う場をつ
くることで、いろんな人を見て、可能性を探すことができるとか、そういう
ことをぜひ家庭教育というものの中に入れていけるといいなと思って、今、
お話を伺っていました。 
 猪熊委員のお話というのは、やっぱり、子どもたちに根差したところを言
ってくださったと思うのですよね。そこから派生して、やっぱり、子どもに
一番届く方法というのが何がいいかなと思ってお話を伺ったところなので
す。 

 
松田議長 時間のほうが予定していた時間になりましたので、今日の報告はほんと

うにいろいろ触発されるものが多くて、ただ、前回の報告もそういうことだ
ったので流れができているのだと思うのですけれども、非常にコアの家庭教
育ということが、よりさらに少し鮮明になってきました。 
 そういう意味で、武澤委員がおっしゃった挨拶というのも、実はほんとう
に他者とかかわる知恵で、そのことで自分が開かれていくというところがあ
ったりすると思うのです。だから、そういうさまざまな面から家庭教育の可
能性のようなものが、今日はいろいろお話ができて大変有意義な時間ではな
かったかと思います。 
 それでは、時間のほうがまいりましたので、これで、今日の社会教育委員
の会は終わりたいと思います。次週は、そうしますと、残り。 

 

佐藤委員 来月。 
 

松田議長 来月ですね、すみません。太田委員と柳田委員と。 
 
矢野委員 私と。 
 
松田議長 矢野委員ということで、最後です。 
 
矢野委員 はい。よろしくお願いします。 
 
松田議長 それと、大変これは申し上げにくい、おわびなのですけれども、次回、

来月、私が実は２週間ほどロンドンのほうに出張で、どうしても期日の調整

ができなくて、立入副議長、申しわけございません、お話のほうは後ほど議
事録等でしっかりと読ませていただきたいと思いますので、大変、前回に引
き続きご迷惑をかけますが、よろしくお願いします。 

 
矢野委員 またロンドンのいいお話をぜひ。 
 
松田議長 ロンドンの家庭教育のお話もさせていただくと思いますので。それでは、

どうも、ありがとうございました。 
 

―― 了 ―― 


